












 

（ 第３ 回 ）契 約 変 更 の 内 容 
 

 

  契約変更年月日 

 

令和 ７年 ３月１０日 

 

  契約業者名 

 

新生テクノス株式会社 東京支店 

 

  契約業者の住所 

 

東京都港区東新橋一丁目７番４号 

 

  工事の名称 

 

動物医薬品検査所（２２）電気設備工事 

 

  工事場所 

 

茨城県つくば市観音台２丁目１－２２、１－２３ 

 

  工事種別 

 

電気設備工事 

工事概要 

１． 建物 

１）本庁舎              

  構  造 鉄筋コンクリート造 

  規  模 地上４階 

  延べ面積 5,467.60 ㎡ 

工事種目 

電灯設備、動力設備、受変電設備、構内情報通信

網設備、防犯・入退室管理設備、火災報知設備 

変更一式 

 

２）動物実験施設           

  構  造 鉄筋コンクリート造 

  規  模 地上３階 

  延べ面積 1,373.18 ㎡ 

工事種目 

電灯設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、

防犯・入退室管理設備、火災報知設備 変更一式 

 

３）焼却施設             

  構  造 鉄骨造 

  規  模 地上１階 

  延べ面積    99.97 ㎡ 

工事種目 

動力設備、構内交換設備、火災報知設備 変更一

式 

 

４）危険物倉庫            

  構  造 鉄筋コンクリート造 



 

  規  模 地上１階 

  延べ面積     8.00 ㎡ 

工事種目 

構内交換設備 変更一式 

 

５）排水処理施設           

  構  造 鉄筋コンクリート造 

  規  模 地上１階 

  延べ面積    35.75 ㎡ 

工事種目 

構内交換設備 変更一式 

 

２． 外構 

工事種目 

構内配電線路、構内通信線路  変更一式 

 

 

  工期（自） 

 

   令和 ５年 ２月 １７日 

 

  工期（至） 

 

   令和 ７年 ３月 １４日 

 

  契約金額 

 

８４５，９８８，０００円 

 

  変更金額 

 

３３０，０００円 

   

変更後の契約金額 

 

８４６，３１８，０００円 

 

変更理由 

 

 

１．本庁舎 

１）電灯設備 

・現地精査の結果、開閉器箱及びケーブル等の追加

が必要となったため、電灯設備を増工する。 

２）動力設備 

・現地精査の結果、開閉器箱の仕様の変更が必要と

なったため、動力設備を減工する。 

３）受変電設備 

・現地精査の結果、ケーブル等の仕様の変更が必要

となったため、受変電設備を増工する。 

４）構内情報通信網設備 

・現地精査の結果、機器及びケーブル等の追加が必

要となったため、構内情報通信網設備を増工する。 

５）防犯・入退室管理設備 

・現地精査の結果、木板の追加が必要となったため、



 

防犯・入退室管理設備を増工する。 

６）火災報知設備 

・現地精査の結果、ケーブルの追加が必要となった

ため、火災報知設備を増工する。 

 
 ２．動物実験施設 

１）電灯設備 

・現地精査の結果、ケーブルの追加が必要となった

ため、電灯設備を増工する。 

２）動力設備 

・現地精査の結果、開閉器箱の仕様の変更が必要と

なったため、動力設備を増工する。 

３）構内情報通信網設備 

・現地精査の結果、機器及びケーブル等の追加が必

要となったため、構内情報通信網設備を増工する。 

４）構内交換設備 

・現地精査の結果、機器及びケーブル等の変更が必

要となったため、構内交換設備を増工する。 

５）防犯・入退室管理設備 

・現地精査の結果、木板の追加が必要となったため、

防犯・入退室管理設備を増工する。 

６）火災報知設備 

・現地精査の結果、感知器及びケーブルの変更が必

要となったため、火災報知設備を減工する。 

 

 ３．焼却施設 

１）動力設備 

・現地精査の結果、開閉器箱の変更が必要となった

ため、動力設備を増工する。 

２）構内交換設備 

・現地精査の結果、機器等の変更が必要となったた

め、構内交換設備を減工する。 

３）火災報知設備 

・現地精査の結果、感知器の変更が必要となったた

め、火災報知設備を増工する。 

 

 ４．危険物倉庫 

１）構内交換設備 

・現地精査の結果、機器等の変更が必要となったた

め、構内交換設備を増工する。 

 



 

 ５．排水処理施設 

１）構内交換設備 

・現地精査の結果、機器等の変更が必要となったた

め、構内交換設備を減工する。 

 

 ６．屋外 

１）構内配電線路 

・現地精査の結果、外灯、ハンドホール及び配管等

の変更が必要となったため、構内配電線路を減工

する。 

２）構内通信線路 

・現地精査の結果、ハンドホール及び配管等の変更

が必要となったため、構内通信線路を増工する。 

 


